
○各務原市いじめ防止対策に関する条例 

平成２７年３月２６日 

条例第１９号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」

という。）の趣旨を踏まえ、児童等に対するいじめの防止等に係る基本理念を定め、

市、学校、保護者等の責務を明らかにするとともに、いじめの防止等のための対策

に関する基本的な方針を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１） いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当

該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為

の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

（２） いじめの防止等 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処を

いう。 

（３） 学校 各務原市立学校設置条例（昭和３９年条例第９号）第２条第１項に

規定する小学校、同条第２項に規定する中学校及び同条第３項に規定する特別支

援学校をいう。 

（４） 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

（５） 保護者 児童等に対し親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年

後見人）をいう。 

（６） 関係機関等 児童等のいじめの防止等に関係する機関及び団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であ

ることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、

学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなけ



ればならない。 

２ いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童

等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするた

め、児童等のいじめに関する理解を深め、いじめの解決に向けて主体的に行動でき

るようにすることを旨として行われなければならない。 

３ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護す

ることが特に重要であることを認識しつつ、市、学校、保護者及び関係機関等の連

携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。 

（いじめの禁止） 

第４条 児童等は、いじめを行ってはならない。 

（市の責務） 

第５条 市は、いじめの防止及び解決を図るために必要な施策を講じなければならな

い。 

（学校及び学校の教職員の責務） 

第６条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等

の保護者及び関係機関等との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発

見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われ

るときは、適切かつ迅速にこれに対処しなければならない。 

（保護者の責務） 

第７条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護

する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うた

めの指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。 

２ 保護者は、市及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努め

なければならない。 

（いじめ問題対策連絡協議会） 

第８条 法第１４条第１項の規定により、関係機関等の連携を図るため、各務原市い

じめ問題対策連絡協議会（以下「連絡協議会」という。）を置く。 

２ 連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 



（いじめ問題対策委員会） 

第９条 法第１４条第３項の規定により、連絡協議会と連携し、いじめの防止等のた

めの対策を実効的に行うため、各務原市いじめ問題対策委員会（以下「対策委員会」

という。）を置く。 

２ 対策委員会は、児童等に重大事態（法第２８条第１項に規定する重大事態をいう。）

が発生したときは、教育委員会の諮問に応じて、同項に規定する調査を行う。 

３ 対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

（いじめ問題再調査委員会） 

第１０条 法第３０条第２項に規定する調査を実施するため、各務原市いじめ問題再

調査委員会（以下「再調査委員会」という。）を置く。 

２ 再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３８年条例

第２６号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 


